
ＮＰＯ基盤強化事業（市民活動支援業務）業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

ＮＰＯ基盤強化事業（市民活動支援業務）業務委託 

 

２ 業務の概要 

市民活動団体（ＮＰＯ法人、町内会、地域コミュニティ協議会、ボランティア団体など）、

企業、行政等に所属する多様な主体を対象に、市民活動やまちづくりに関する普遍的なスキ

ルを習得する講座等を開催し、活動を担う人材を育成することなどにより、市民活動団体の

活動基盤を強化し、自立した活動の継続を図る。 

 

３ 業務の内容 

(1) 講座の企画・運営に関すること。 

講座の企画にあたっては、事業目的を達成するため、次のアとイの要素を考慮する。 

なお、回数等については、事業目的を達成するため必要な回数、時間を確保することと

するが、３回以上、合計９時間以上を目安とし、毎回インプットの時間を設けるなど各回

の参加者が減らないように工夫をすること。 

ア 市民活動を行うにあたり必要となるスキルの習得を目的とした人材育成のプログラム

として実施すること。講座の実施にあたっては、多様な主体の相互理解及び交流促進を

図りつつ、実践的な内容となるようワークショップ形式で行うこととし、講座内容につ

いては、以下に掲げる項目を含めるものとする。 

・多様な主体に向けた効果的なＰＲ及び広報に関する内容 

・多様な主体との連携及び協働を円滑に進めるためのファシリテーションの考え方及び

手法 

・団体の取組の持続可能性を高めるための企画立案に関する内容 

イ アを通じ、市民活動団体、企業、行政など参加者同士の交流を深め、講座後も参加者

間で情報共有や相談、相互支援等が行われるネットワークが形成されるよう工夫されて

いること。 

(2) 参加者の募集・決定に関すること。 

参加者について、各種広報媒体等を活用し効率的かつ効果的な方法で募集及び申込受付

を行うこととする。なお、鹿児島市内のＮＰＯ法人には、個別に周知を行うものとする。 

参加者は、４０人程度で、次のアとイに掲げる者であることを条件とし、その決定にあ

たっては鹿児島市（以下「本市」という。）と協議の上、全体のバランスに配慮すること。 

ア．本市又は「かごしま連携中枢都市圏」を構成する姶良市、いちき串木野市、日置市（以

下「３市」という。）で、地域課題の解決に取り組んでいる人・団体 



イ．本市又は３市で地域貢献や地域活性化に取り組む企業・企業等に所属し、本講座の受

講を通じて得られた知見をその取組に反映させる意欲のある者 

 (3) 会場の選定、借上げ及び設営、運営スタッフの手配、当日受付、進行管理等開催に係る

一切の業務を行うこと。 

 (4) 参加者向けのアンケートを作成・実施し、回収後、集計・分析結果等を委託者に報告す

ること。なお、アンケート内容は委託者と事前に協議するものとする。 

 (5) その他 

ア 前各号に規定する業務に関連する委託者、関係者、会場等との連絡調整を行う。 

イ 上記以外で受託者が提案し、委託者が必要と認めた事業についても、本業務に含める

ものとする。 

ウ 具体的な内容については、委託者と受託者とが協議し決定するものとする。 

エ 運営にあたっては、不測の事態により対面での開催が困難な場合には、オンラインで

の開催に対応できること。また、その場合は、実施状況の記録として、動画ファイルで

提供すること。 

 

４ 事業期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

５ 業務体制 

(1) 受託者は、本業務の遂行を統括する統括責任者を定める。 

(2) 統括責任者は、常に本業務全体を把握するとともに、業務従事者を指揮・監督し、本業

務の円滑な進捗に努める。 

(3) 統括責任者及び業務従事者は、本業務の遂行に必要な知識と経験を豊富に有する者とす

る。 

(4) 受託者は、統括責任者を変更せざるを得ない特別な事情が生じた場合には、速やかに委

託者に届出を行い、変更について事前に委託者の承認を受けなければならない。 

(5) 統括責任者を変更する場合、本業務の遂行に支障の無いよう、事前及び業務中の教育を

万全に行う。 

 

６ 業務進行及び管理 

(1) 受託者は、正確かつ効率的に業務を行うため、本業務の着手に先立ち、委託者と協議の

上、次の書類を提出する。 

ア 業務計画書（様式任意） １部 

イ 本業務の担当者名簿（様式任意） １部 

（氏名、保有資格、実務経験年数及び類似業務実績が分かるもの） 



(2) 本業務の実施に当たっては、逐次、委託者と協議を行い、委託者の指示により業務を進

める。また、受託者は、委託者や関係機関等と協議を行った場合、速やかに協議録を作成

し、委託者に提出する。 

(3) 協議資料等の作成した資料については、原則、電子データで提出する。 

(4) 受託者（本業務に従事した全ての者を含む。）は、本業務を通じて知り得た情報を、第

三者へ漏えいしてはならない。なお、本業務完了後も同様とする。 

 

７ 成果品 

(1) 成果品の内容 

ア 実績報告書（目的、実績、効果、課題等を記載する。） 

イ 参加者に配付した資料等 

ウ 撮影画像 

エ その他本業務のために必要なものとして作成した資料 

オ アからエまでを記録した電子媒体 

(2) 成果品の提出 

受託者は、業務が完了したときは契約書に定める期日までに所定の成果品を委託者へ提

出し、検査を受けなければならない。 

(3) 成果品の訂正 

受託者は、提出した成果品の誤り又は訂正事項があった場合は、業務完了後であっても

委託者と協議のうえ、受託者の負担において速やかに訂正し、委託者へ再提出しなければ

ならない。 

(4) 成果品の帰属 

成果に係る一切の権利は、受託者又は第三者が従前から保有していた著作権を除き、全

て委託者の所有とし、委託者の承諾を得ずに公表し、貸与し、又は使用してはならない。 

 

８ その他 

委託業務の遂行にあたっては、受託者は、委託者と連絡を密に取るとともに、疑義が生じ

た場合は、両者協議のうえ定めることとする。 


